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 木材または類似材料を加工するため
の付属機械または装置;木材または類
似材料を加工するための工具（研削用工

具B24D;鋸びき工具B27B33/00;立て削り盤また

はほぞ取り機用工具 B27F5/02;削りくず,経木

チップ,木粉または類似物の製造用工具

B27L11/00）;木材加工機械または工具用
の安全装置  

サブクラス内の索引 

こ ぶ ま た は そ の 他 不 要 部 分 の 除 去 装 置 ま た は 機械 

B27G1/00,B27G3/00 ....................................  

留 め 継 ぎ ま た は に か わ 付 け 装 置 ま た は 機 械 

B27G5/00,B27G11/00 ...................................  

工具 B27G13/00,B27G15/00,B27G17/00 ...................  

安 全 , ゲ － ジ 用 ま た は 正 確 な 操 作 の た め の 装 置 

B27G19/00,B27G21/00,B27G23/00 ........................  

 

付属機械または装置  

 

1/00 こぶまたはその他の不規則物の除去または

孔の埋め込み機械または装置  

3/00 木工機械に連結してまたは木工プラントに

おいて使用すべく特に設計された樹皮部

分,チップ,木屑,またはほこりを除去す

るための装置  

A 鋸  

B ・回転式  

C ・・携帯式  

D ・・定置式  

E ・・・ほぞ取り機  

F ・往復式  

G ・無端式  

H 鉋  

J ・固定式  

K ・回転式  

L フライス,ル－タ－,ドリル  

Z その他のもの  

5/00 平担な接合端部を有する留め継ぎを加工す

る機械または装置  

5/02 ・留め継ぎを鋸引きするためのもの;留め継

ぎ箱（鋸機械の木材用案内壁 B27B27/00）  

5/04 ・留め継ぎを鉋がけし,切断し,剪断し,また

はフライス加工するもの  

11/00 接合する木材の表面に接着剤またはにかわ

を塗付するもの[2]  

A 糊付用ロ－ラ－を有するもの  

B ・木材の側面又は端面の糊付  

Z その他のもの  

11/02 ・にかわの容器;にかわを暖めるかまたは加

熱する装置  

 

木材または類似材料の加工に特に適合した工具[2]  

 

13/00 切削ブロック;木材または類似材料の加工

のために特に適合したその他の回転切削

工具（B27K15/00,B27K17/00 が優先）  

A 刃高調節〔刃口部の調節により相対的に刃

高調節されるものを含む〕  

B かんな刃の修正〔裏出し,等〕  

Z その他  

13/02 ・長いア－バ状のもの,すなわちシリンダ切

削ブロック（B27G13/12 が優先）  

13/04 ・・機械的クランプ手段によって切削工具

を固定するもの  

A ネジの締付によりクランプ力を得るもの  

B ・バネを用いたもの  

Z その他のもの  

13/06 ・・流体加圧式クランプ手段によって切削

工具を固定するもの  

13/08 ・円盤状工具のもの;木工フライス削り用工

具（B27G13/12 が優先）  

A 刃片が交換可能なもの  

Z その他のもの  

13/10 ・・切削工具の固定,例.つばでクランプす

るもの  

13/12 ・輪郭を切削するためのもの  

13/14 ・・みぞまたはほぞを切削するためのもの  

13/16 ・・棒,例.合せくぎ,を円くするためのもの  

15/00 くりぬきまたは回転工具;らせんぎり  

A ドリル,錐（例.ビツト）  

B ・直溝  

C ・ツイスト溝  

D ・・段部を有するもの（例.段付ドリル）  

E ・心残し  

F ・テ－パ－錐  

G ・平板状錐  

J ・柄に特徴のあるもの  

K ・・クランク型ハンドル  

Z その他のもの  

15/02 ・下からのくりぬき穴用ドリル  

17/00 手動工具  

17/02 ・手がんな  

A かんな刃の調節〔裏刃の位置調節を含む〕  

B 刃先の交換、刃自体の特徴、刃の緊定  

C かんな台  

D 特殊形状加工、特定物品に適応〔面取り,

コ－ナ－カツト用、等〕  

Z その他  

17/04 ・スポ－ク削り;スクレ－パ  

17/06 ・石目やすり  

17/08 ・ほぞ取り用のみ  

 

安全保護具または装置  
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19/00 木材鋸に特に適合した安全保護具または装

置;木材鋸の正確な操作を促進させる補

助装置  

19/02 ・丸鋸用のもの  

A 安全カバ－〔定置型丸鋸盤用〕  

B ・1 つの丸鋸を有するもの  

C ・・丸鋸の中心がワ－クの上側にあるもの  

D ・・丸鋸の中心がワ－クの下側にあるもの  

E ・2 つ以上の丸鋸を有するもの  

F ・・ほぞ取り機  

Z その他  

19/04 ・・手持式動力丸鋸用のもの  

A 安全カバ－  

Z その他  

19/06 ・帯状またはひも状の鋸用のもの  

A キツクバツク時にソ－チエンの動きを止め

るもの  

Z その他  

19/08 ・鋸による切り目の開度を維持するための

補助具,例.割りナイフ,またはくさび板  

19/10 ・鋸引きされた木材部分の割れを防止する

ための手段  

21/00 その他の木工機械専用の安全保護具または

装置  

A 定置型電動鉋盤用  

B 携帯型電動鉋盤用  

Z その他  

                                             

 

23/00 工具または案内具の調整用に特に設計され

たゲ－ジ手段,例.切削ブロックの切削刃

の調整（手鋸取付け用 B27B21/08;鋸機械

の案内用 B27B27/00）  

 


